
公告第１号

むつ市一般廃棄物収集運搬等業務委託について

標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告する。

令和 ８年 ３月 ２日

むつ市長 山本 知也

記

１ 競争入札に付する業務

（１）業務委託番号及び名称

収運第 １号 むつ市第一類収集運搬業務委託（むつＡ）

収運第 ２号 むつ市第一類収集運搬業務委託（むつＢ）

収運第 ３号 むつ市第一類収集運搬業務委託（むつＣ）

収運第 ４号 むつ市第一類収集運搬業務委託（むつＤ）

収運第 ５号 むつ市第一類収集運搬業務委託（むつＥ）

収運第 ６号 むつ市第一類収集運搬業務委託（むつＦ）

収運第 ７号 むつ市第一類収集運搬業務委託（むつＧ）

収運第 ８号 むつ市第一類収集運搬業務委託（むつＨ）

収運第 ９号 むつ市第一類収集運搬業務委託（むつＩ）

収運第１０号 むつ市第一類収集運搬業務委託（むつＪ）

収運第１１号 むつ市第一類収集運搬業務委託（大畑Ａ）

収運第１２号 むつ市第一類収集運搬業務委託（大畑Ｂ）

収運第１３号 むつ市第一類収集運搬業務委託（大畑Ｃ）

収運第１４号 むつ市第一類収集運搬業務委託（川内Ａ）

収運第１５号 むつ市第一類収集運搬業務委託（川内Ｂ）

収運第１６号 むつ市第一類収集運搬業務委託（脇野沢Ａ）

収運第１７号 むつ市第一類収集運搬業務委託（脇野沢Ｂ）

収運第１８号 むつ市資源ごみ等分別運搬業務委託（大畑）

収運第１９号 むつ市資源ごみ等分別運搬業務委託（川内）

収運第２０号 むつ市第二類収集運搬業務委託（むつＡ）

収運第２１号 むつ市第二類収集運搬業務委託（むつＢ）

収運第２２号 むつ市第二類収集運搬業務委託（むつＣ）

収運第２３号 むつ市第二類収集運搬業務委託（むつＤ）

収運第２４号 むつ市第二類収集運搬業務委託（大畑）

収運第２５号 むつ市第二類収集運搬業務委託（川内・脇野沢）

収運第２６号 むつ市粗大ごみ収集運搬業務委託



（２）委託期間 １年（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）

（３）業務内容 仕様書のとおり

２ 入札参加資格

次の要件を満たす事業協同組合であること。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項から第３項の規定

に該当しないこと。

（２）むつ市内に住所を有すること。

（３）事業協同組合は、廃棄物処理業の許可業者のみで構成され、むつ市一般廃棄物処理業許

可業者２者以上有すること。

３ 資格審査等

（１）業務委託番号収運第１号から収運第２６号までの業務の入札参加希望者は、参加希望件

数の多寡にかかわらず、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書【様式第１号】及び

（２）資格審査提出書類を１部提出し、入札参加資格を有することについて、市長の審査

を受けること。

なお、すでにむつ市指名競争入札参加資格審査申請を行い、令和７年度のむつ市指名競

争入札参加資格者名簿に登載された事業協同組合については、審査を要しない。この場合

において、入札参加希望者は、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書【様式第１号】

及び（２）資格審査提出書類の①組合員名簿（任意様式）を提出すること。

（２）資格審査提出書類

①組合員名簿（任意様式）

②経営規模等総括表

③許可・登録証明書等・・・必要に応じて

④受注実績調書

⑤技術職員調書（その１・その２）・・・必要に応じて

⑥登記事項証明書

⑦印鑑証明書

⑧財務諸表

⑨納税証明書

⑩委任状・・・必要に応じて

⑪使用印鑑届・・・必要に応じて

⑫誓約書

⑬資本関係・人的関係に関する調書・・・必要に応じて

なお、令和７年度のむつ市指名競争入札参加資格者名簿に登載されていない事業協同組

合について、同名簿に登載されていない組合員を有する場合は、当該組合員の、３資格審

査等（２）資格審査提出書類の②～⑬、必要に応じ、営業証明書、身分証明書を提出する

こと。

（３）提出方法 むつ市市民生活部環境政策課に持参すること。

（４）受付期間 公告の日から令和８年３月１３日（金）までとする。ただし、閉庁日を除く。



（５）受付時間 午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。

（６）審査結果等

① 資格の審査結果については、申請者に対して令和８年３月１７日（火）までに条件付

き一般競争入札参加資格確認通知書【様式第２号】により郵送等の方法により通知する。

② 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは再審査請求

書【様式第３号（その1）】により再審査を求めることができる。市は、当該請求の内容

について審査し、その結果を審査結果通知書【様式第３号（その2）】により、速やかに

回答する。

（７）その他

① 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。

② 提出された書類の差替え及び訂正は認めない。また、提出された書類の内容を聴取し、

別途関係書類の提出を求めることがある。

③ 入札参加資格を有する者が、開札の日までの間に次のいずれかに該当することとなっ

たときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。この場合、条件付き

一般競争入札参加資格喪失通知書【様式第４号】によりその旨を通知する。

ア 入札参加資格の要件を欠いたとき。

イ 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。

ウ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。

４ 設計図書等の縦覧（仕様書及びごみ集積所の地図）※仕様書はむつ市ホームページにも掲載

（１）縦覧期間 公告の日から令和８年３月１９日（木）まで

（２）縦覧場所 むつ市市民生活部環境政策課

（３）設計図書の縦覧に参加しない者の入札は、無効とする。

（４）設計図書の縦覧に参加するときは、参加者は設計図書の縦覧及び現場説明参加調書【様

式第５号】を提出の上、参加者の印鑑を持参すること。

（５）質疑応答について

質疑がある場合は、令和８年３月１７日（火）正午までに環境政策課へ質疑応答書【様

式第６号】を提出（ＦＡＸ送信も可とするが、代表者等の押印は必要）のこと。回答は令

和８年３月１９日（木）正午までにむつ市ホームページへの掲載により回答する。

ＦＡＸ：０１７５－２２－５８２５

５ 入札の辞退

入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届

を提出すること（様式は任意）。

６ 見積明細書及び印鑑等の持参

当該委託業務の入札に係る見積明細書は、必ず持参すること。また、印鑑及び入札１件毎の

件名を記載した封筒を必ず用意し、持参すること。



７ 入札方法等

（１）入札順

第一類収集運搬業務（むつ、大畑、川内、脇野沢）が計１７件、資源ごみ等分別運搬業

務（大畑、川内）が２件、第二類収集運搬業務（むつ、大畑、川内・脇野沢）が計６件、

粗大ごみ収集運搬業務が１件の全２６件について順次入札を執行する。

（２）入札会場に入場できる人数は、１組合につき２人までとし、その他の指示等については、

執行官の指示に従うこと。

（３）入札保証金

入札参加者は、契約金額の１００分５以上の入札保証金を納めるものとする。ただし、

次の①から③までのいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免

除する。

① 保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

② 地方自治法施行令第１６７条の５第１項の資格を有する者による一般競争入札に付す

る場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

③ 過去２か年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を２

回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契

約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

（４）入札書【様式第７号】を用い、封書にして所定の時刻までに入札箱に投入すること。

（５）代理人をもって入札させるときは、入札前に委任状【様式第８号】を提出するとともに、

入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。

（６）入札は、郵便によって行うことができない。

（７）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金

額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

（８）入札参加者は、むつ市契約規則（平成１６年むつ市規則第２号）、契約条項、落札後の

提出書類及び注意事項、入札者心得書、仕様書、図面等を熟覧の上、遵守し、入札するこ

と。

（９）入札執行回数は３回を限度とする。

８ 入札及び開札

（１）日時 令和８年３月２７日（金） 午前９時から

（２）場所 むつ市役所 第３会議室

９ 無効の入札

（１）入札参加資格のない者のした入札

（２）入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札



10 同価格入札の取扱い

落札となるべき同価格の入札した者が２者以上あるときは、くじで落札者を決定するもの

とする。この場合において、最初に順番を決めるくじを引き、その後、順番に従いくじを引

き、落札者を決定する。

11 落札者の決定方法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条第５号の規定に基づき「受託業務を遂行

するに足りる額」を設定して入札を執行する。

よって、「予定価格」の制限の範囲内で、「受託業務を遂行するに足りる額」以上の価格

で入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

【入札金額関係図】

①入札金額が の場合A
入札金額が「予定価格」を超える価格の場

合。「予定価格に達していない価格」により

落札できない。

②入札金額が の場合B
入札金額が「予定価格」以下、「受託業務

を遂行するに足りる額」以上の場合。この範

囲内における最低の価格を入札した者が落札

者となる。

③入札金額が の場合C
入札金額が「受託業務を遂行するに足りる

額」未満の場合。「受託業務を遂行するに足

りる額」に満たない価格により「無効」とな

る。

12 契約の締結

（１）落札者は、環境政策課にて契約締結の手続をとること。契約締結日は、令和８年４月１

日とする。

（２）契約保証金

落札者は、契約締結に際し、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金の納付（契約

保証金の納付に使用する小切手は、その支払地がむつ市内で、かつ、金融機関の支払保証

のあるものでなければならない。）又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければなら

ない。ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。

高 額

低 額

予定価格

受託業務を遂行

するに足りる額

A

B

C



① 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

② 過去２か年の間に国又は地方公共団体とその種類又は規模をほぼ同じくする契約を２

回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこと

となるおそれがないと認められるとき。

なお、この場合において、落札者は、契約保証金免除申請書【様式第９号】を提出し

なければならない。

（３）落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがあ

る。

（４）契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該

当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該

契約を締結しないことがある。

（５）部分払 有り（月払い）

（６）前金払 なし

13 その他

（１）本公告に関する問合せは、環境政策課まで電話により行うこと。

（２）本公告に定める様式以外の書面により提出されたものは受付しないので注意すること。

（３）令和８年度むつ市一般会計予算が成立しないときは、本件入札の手続きについて停止等

の措置を行うことがある。

（４）入札関係書類について

入札公告、仕様書、様式等の入札関係書類は、むつ市役所のホームページからダウンロ

ードできますのでご利用ください。

むつ市ホームページ

（公告 令和８年度むつ市一般廃棄物収集運搬等業務委託について）

http://www.city.mutsu.lg.jp

・問合せ先

むつ市役所 市民生活部環境政策課廃棄物対策グループ

〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目８番１号

電話：0175-22-1111（内線2462～2464）

E-mail：mt-kankyou@city.mutsu.lg.jp

http://www.city.mutsu.lg.jp
mailto:mt-kankyou@city.mutsu.lg.jp

